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○総務省訓令第  号

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和 年  月  日

総務大臣 武田 良太 

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令

電波法関係審査基準（平成１３年総務省訓令第６７号）の一部を次のように改正する。

（下線及び破線部分は改正部分）

改正後 改正前

別紙１（第４条関係）無線局の局種別審査基準 

［第１・２ 略］ 

第３ 陸上移動業務の局 

１ 無線設備の設置場所は、次に掲げる条件に適合するものであ

ること。 

  ［(1)～(6) 略］ 

(7) 同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合

は、十分その必要が認められるものであり、かつ、相互の混

信妨害の度合いが第1の5並びに別紙2第2の4(13)エ(カ)及び

(14)エ(エ)の混信保護の標準値を超えないものであること。

［(8)～(13) 略］ 

［２～５ 略］ 

６ 受信装置の審査は、次の基準並びに3の(6)のウ及び(13)から

(18)までに定める基準に準じて行う。この場合において、4の

(6)のウ中「周波数の偏差」とあるのは「局部発振器の発振周

別紙１（第４条関係）無線局の局種別審査基準 

［第１・２ 略］ 

第３ 陸上移動業務の局

１ ［同左］ 

  ［(1)～(6) 同左］ 

(7) 同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合

は、十分その必要が認められるものであり、かつ、相互の混

信妨害の度合いが第1の5並びに別紙2第2の4(12)エ(カ)及び

(13)エ(エ)の混信保護の標準値を超えないものであること。

［(8)～(13) 同左］ 

［２～５ 同左］ 

６ 受信装置の審査は、次の基準並びに3の(6)のウ及び(13)から

(18)までに定める基準に準じて行う。この場合において、3の

(6)のウ中「周波数の偏差」とあるのは「局部発振器の発振周

別紙２ 
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波数の偏差」と読み替えるものとする。 

［(1)～(16) 略］ 

 ［７～26 略］ 

波数の偏差」と読み替えるものとする。 

［(1)～(16) 同左］ 

 ［７～26 同左］ 

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

［第１ 略］ 

第２ 陸上関係 

 １ 電気通信業務用 

  ［(1)～(18) 略］ 

  (19) 地域広帯域移動無線アクセスシステムの無線局 

ア 用語の意義 

  この（19）において使用する用語の意義は、次のとお

りとする。 

 ［（ア）～（ツ） 略］ 

   （テ） 「LTE方式」 

設備規則第49条の6の9第1項第1号イに規定す

る通信方式をいう。 

（ト） 「LTE―TDD方式」 

設備規則第49条の6の10第1項第1号イに規定   

する通信方式をいう。 

（ナ） 「5GNR―TDD方式」 

設備規則第49条の６の12に規定する通信方式を

いう。 

（ニ） 「高度化 BWA方式」 

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

［第１ 同左］ 

第２ 陸上関係 

 １ 電気通信業務用 

  ［(1)～(18) 同左］ 

  （19） 地域広帯域移動無線アクセスシステムの無線局 

ア 用語の意義 

  この（19）において使用する用語の意義は、次のとお

りとする。 

 ［（ア）～（ツ） 同左］ 

［新設］ 

 

 

［新設］ 

 

 

［新設］ 

 

 

［新設］ 
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設備規則第49条の6の29に規定する通信方式を

いう。 

    ［イ～ク 略]  

 

 

    ［イ～ク 同左] 

    ケ 空中線電力の指定 

空中線電力の指定については、次のとおり指定する。 

     ［（ア） 略］ 

     （イ） 陸上移動局 

空中線電力の最大の値を指定することとする。この

場合において、設備規則第49条の28に規定する技術基

準に係る無線設備を使用する無線局にあっては400mW

（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除く。）

への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局により中継

されるものを含む。）を中継する場合にあっては、

200mW）以下の値、設備規則第49条の29に規定する技

術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては

400mW（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除

く。）への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局によ

り中継されるものを含む。）を中継する場合、若しく

はLTE方式、LTE―TDD方式、3.6GHzから4.1GHz又は

4.5GHzから4.9GHzを使用する5GNR-TDD方式又は高度化

BWA方式を使用してキャリアアグリゲ―ション技術を

用いた送信を行う場合にあっては、200mW）以下の

値、設備規則第49条の29の２に規定する技術基準に係

ケ 空中線電力の指定 

空中線電力の指定については、次のとおり指定する。 

     ［（ア） 同左］ 

     （イ） 陸上移動局 

空中線電力の最大の値を指定することとする。この

場合において、設備規則第49条の28に規定する技術基

準に係る無線設備を使用する無線局にあっては400mW

（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除く。）

への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局により中継

されるものを含む。）を中継する場合にあっては、

200mW）以下の値、設備規則第49条の29に規定する技

術基準に係る無線設備を使用する無線局にあっては

400mW（基地局から陸上移動局（中継を行うものを除

く。）への送信（陸上移動中継局又は陸上移動局によ

り中継されるものを含む。）を中継する場合、または

キャリアアグリゲ―ション技術を用いた送信を行う場

合にあっては、200mW）以下の値、設備規則第49条の

29の２に規定する技術基準に係る無線設備を使用する

無線局にあっては400mW（キャリアアグリゲーション

技術を用いた送信を行う場合にあっては、200mW）以
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る無線設備を使用する無線局にあっては400mW（LTE方

式、LTE―TDD方式、3.6GHzから4.1GHz又は4.5GHzか

ら4.9GHzを使用する5GNR-TDD方式又は高度化BWA方式

を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送

信を行う場合にあっては、200mW）以下の値とする。 

［（ウ） 略］ 

［コ～セ 略］ 

下の値とする。 

 

 

 

 

［（ウ） 同左］ 

［コ～セ 同左］ 

別紙(19)―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、原則として、基地局等が発射

し、陸上移動局が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲

として地図上に描画するものとし、その算出は次により行う。 

［１～４ 略］ 

５ 伝搬等に関する計算式 

伝搬等に応じて受信電力を算出する際の計算式は、次のとおり

とする。 

Pr＝Pt＋Gt＋Gr－L－Lf 

Pr［dBm］：受信レベル(受信電力) 

Pt［dBm］：送信電力 

Gt［dBi］：送信アンテナ利得 

Gr［dBi］：受信アンテナ利得 

L［dB］：伝搬損失(注) 

Lf［dB］：給電線損失 

(注) 伝搬損失Lは、自由空間伝搬損失式及び拡張秦式を基

別紙（19）―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、原則として、基地局等が発射

し、陸上移動局が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲

として地図上に描画するものとし、その算出は次により行う。 

［１～４ 同左］ 

５ 伝搬等に関する計算式 

伝搬等に応じて受信電力を算出する際の計算式は、次のとおり

とする。 

Pr＝Pt＋Gt＋Gr－L－Lf 

Pr［dBm］：受信レベル（受信電力） 

Pt［dB］：送信電力 

Gt［dBi］：送信アンテナ利得 

Gr［dBi］：受信アンテナ利得 

L［dB］：伝搬損失（注） 

Lf［dB］：給電線損失 

（注） 伝搬損失Lは拡張秦式を基礎として算出することと
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礎として算出することとし、送受信間距離dxyによって以

下の式で算出する。なお、以下の②又は③で得られる伝搬

損失Lが①より小さな値の場合、Lは①の値とする。 

①  𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 0.04kmの場合 

L = L0 

= 32.4 + 20 log10(𝑓𝑓)

+ 10 log10��𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
2�+ (𝐻𝐻𝑏𝑏 − 𝐻𝐻𝑚𝑚)2/106�+ 𝑅𝑅 

 

f(MHz)；使用する周波数 

Hb (m)；基地局の空中線地上高 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

R(dB)；基地局を屋内に設置する場合の建物侵

入損。建物に応じた値、あるいは事業

者間調整時の値等を適用する。  

② 0.04km < 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 < 0.1kmの場合 

  L = L0�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.04�+ �2.51 × log10�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥�+ 3.51�×

�𝐿𝐿𝐻𝐻�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.1� − L0�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.04��   

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

③ 0.1km ≤ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥の場合 

L = 𝐿𝐿𝐻𝐻 = 46.3 + 33.9 log10(2000) + 10 log10(𝑓𝑓/2000)−

13.82 log10(max (30,𝐻𝐻𝑏𝑏)) + {44.9−

し、以下の式で算出する。 

 

 

① 市街地(都市の中心部であって、２階建て以上の建物

の密集地や、建物と繁茂した高い樹木の混合地域など) 

L＝LH＝46.3＋33.9log10ｆ＋10log10(f／2000)－

13.82log10 (Hb)＋［44.9－6.55log10(Hb)］

(log10dxy)α－a(Hm)－b(Hb)－K 

f(MHz)；使用する周波数。 

Hb (m)；基地局の空中線地上高。ただし、30m未満の場

合には30mとする。 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

α；遠距離に対して考慮する係数であり、下記による。 

 

a(Hm )；移動局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

 

大都市；市街地のうち特に大規模な都市の領域であっ
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6.55 log10(max (30,𝐻𝐻𝑏𝑏))} �log10�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥��
𝑎𝑎 − 𝑎𝑎(𝐻𝐻𝑚𝑚)−

𝑏𝑏(𝐻𝐻𝑏𝑏) + 𝑅𝑅 − 𝐾𝐾 − 𝑆𝑆  

f(MHz)；使用する周波数 

Hb (m)；基地局の空中線地上高 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

R(dB)；基地局を屋内に設置する場合の建物侵

入損。建物に応じた値、あるいは事業

者間調整時の値等を適用する。  

α；遠距離に対して考慮する係数であり、下記による。 

 

a(Hm )；移動局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

 

大都市；市街地のうち特に大規模な都市の領域であっ

て、おおむね５階建て以上の建物が密集した地域 

中小都市；市街地のうち、大都市に相当する地域以外

のもの 

b(Hb )；基地局高に対して考慮する補正項であり、下

て、おおむね５階建て以上の建物が密集した地域 

中小都市；市街地のうち、大都市に相当する地域以外

のもの 

b(Hb )；基地局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

K；地形情報データにより算入し難い地形の影響等の補

正値であり、通常は０とし、地形水面の反射、小規模

の見通し外伝搬の影響等を特に考慮する必要のある場

合に算入する。 

② 郊外地(樹木、家屋等の散在する田園地帯、郊外の街

道筋など移動局近傍に障害物はあるが密集していない地

域) 

L＝LH－12.3 

③ 開放地(電波の到来方向に高い樹木、建物などの妨害

物がない開けた地域で、目安として前方300～400m以内

が開けているような畑地・田地・野原など) 

L＝LH－32.5 
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記による。 

K；地形情報データにより算入し難い地形の影響等の補

正値であり、通常は０とし、地形水面の反射、小規模

の見通し外伝搬の影響等を特に考慮する必要のある場

合に算入する。 

S(dB)；市街地、郊外地及び開放地に対して考

慮する補正値であり、下記による。  

(1)市街地（都市の中心部であって、２階建

て以上の建物の密集地や建物と繁茂した高

い樹木の混合地域など）； S= 0.0 

(2)郊外地（樹木、家屋等の散在する田園地

帯、郊外の街道筋など移動局近傍に障害物はあ

るが密集していない地域）； S=12.3 

(3)開放地（電波の到来方向に高い樹木、建物など

の妨害物がない開けた地域で、目安として前方300

～400m以内が開けているような畑地・田地・野原

など）； S=32.5 

  ［(20)・(21) 略］ 

 ［２・３ 略］ 

  ［(20)・(21) 同左］ 

 ［２・３ 同左］ 

 ４ その他 

  ［(1)～(15) 略］ 

 ４ その他 

  ［(1)～(15) 同左］ 
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(16) ローカル５Ｇの無線局 

ア 用語の意義 

この(16)において使用する用語の意義は、次のとお

りとする。 

［(ｱ)～(ｼ)  略］ 

(ｽ) 「同期運用」とは、送信バースト繰り返し周期、

基地局及び陸上移動局の送信バースト長の最大値並

びに送受信のタイミングを同一とし、平成31年総務

省告示第23号別図第１号及び第２号に規定する同期

方式の運用方法をいう。 

(ｾ) 「準同期運用」とは、送信バースト繰り返し周

期、基地局及び陸上移動局の送信バースト長の最大

値並びに送受信のタイミングを同一とし、平成31年

総務省告示第23号別図第１号及び第２号に規定する

準同期方式の運用方法をいう。 

(ｿ) 「4.5GHz帯」とは、4.5GHzから4.6GHzまでの周

波数の範囲をいう。 

(ﾀ) 「28GHz帯」とは、27.0GHzから28.2GHz又は 29.

1GHzから 29.5GHzまでの周波数の範囲をいう。 

(ﾁ) 「40MHzシステム」とは、チャネル間隔が40MHzの

ローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(ﾂ) 「50MHzシステム」とは、チャネル間隔が50MHzの

ローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(16) ローカル５Ｇの無線局 

ア 用語の意義 

この(16)において使用する用語の意義は、次のとお

りとする。 

［(ｱ)～(ｼ)  同左］ 

(ｽ) 「同期」とは、送信バースト繰り返し周期、基地

局及び陸上移動局の送信バースト長の最大値並びに

送受信のタイミングを同一とすることをいう。 

 

 

［新設］  

 

 

 

 

［新設］  

 

(ｾ) 「28GHz帯」とは、27.0GHzから29.5GHzまでの周

波数の範囲をいう。 

［新設］  

 

(ｿ) 「50MHzシステム」とは、チャネル間隔が50MHzの

ローカル５Ｇの無線設備をいう。 
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(ﾃ) 「60MHzシステム」とは、チャネル間隔が60MHzの

ローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(ﾄ) 「80MHzシステム」とは、チャネル間隔が80MHzの

ローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(ﾅ) 「100MHzシステム」とは、チャネル間隔が100MHz

のローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(ﾆ) 「200MHzシステム」とは、チャネル間隔が200MHz

のローカル５Ｇの無線設備をいう。 

(ﾇ) 「400MHz システム」とは、チャネル間隔が 400MHz

のローカル５Ｇの無線設備をいう。 

イ 電気通信業務用 

［(ｱ)～(ｳ) 略］ 

(ｴ) 無線設備の設置場所等 

無線設備の設置場所等は、次の条件に適合するこ

と。 

Ａ 基地局の設置場所 

［(A)・(B) 略］ 

(C) 4.6GHzから4.8GHzまでの周波数を使用する基

地局については、屋外に設置されていないこ

と。屋内に設置する基地局については、無線局

免許手続規則第２条の２により総務大臣が告示

する地域に設置していないこと。 

(D) 4.8GHzから4.9GHzまでの周波数を使用する基

［新設］  

 

［新設］  

 

(ﾀ) 「100MHz システム」とは、チャネル間隔が 100MHz

のローカル５Ｇの無線設備をいう。 

［新設］  

 

［新設］  

 

イ 電気通信業務用 

［(ｱ)～(ｳ) 同左］ 

(ｴ) 無線設備の設置場所等 

無線設備の設置場所等は、次の条件に適合するこ

と。 

Ａ 基地局の設置場所 

［(A)・(B) 同左］ 

［新設］  

 

 

 

 

［新設］  
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地局については、等価等方輻射電力が25dBm/MHz

を超え、48dBm/MHz以下の場合に、無線局免許手

続規則第２条の２により総務大臣が告示する地

域に設置していないこと。 

［Ｂ・Ｃ 略］ 

(ｵ) 周波数の指定 

周波数の指定は、別表1の範囲内のものであるこ

と。 

4.6GHzから4.9GHzのうち基地局のカバーエリアが

屋内のみの場合には、原則として、4.6GHzから

4.8GHzまでの間から優先して割り当てることとす

る。なお、無線局免許手続規則第２条の２により総

務大臣が告示する地域においては、この限りではな

い。 

陸上移動局の周波数の指定にあたっては、「この

周波数の使用は、他者土地利用をする場合において

は、停止して運用する場合に限る。」旨の附款を付

す。 

(ｶ) 空中線電力の指定 

空中線電力の指定については、次のとおり指定す

る。 

Ａ  基地局  

 １波当たりの空中線電力を指定することとし、

 

        

 

 

［Ｂ・Ｃ 同左］ 

(ｵ) 周波数の指定 

周波数の指定は、別表1の範囲内のものであるこ

と。なお、陸上移動局の周波数の指定にあたって

は、「この周波数の使用は、他者土地利用をする場

合においては、停止して運用する場合に限る。」旨

の附款を付す。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 空中線電力の指定 

空中線電力の指定については、次のとおり指定す

る。 

Ａ  基地局 

１波当たりの空中線電力を指定することとし、



11 
 

送信ダイバーシチ又は空間分割多重技術を用いる

無線設備であって、複数の増幅部を有し、これら

が一体となって機能するものは、次のとおり指定

する。この場合において、4.6GHzから4.8GHzまで

の周波数を使用するものについては、１無線設備

当たり0dBm/MHz以下の値とする。ただし、等価等

方輻射電力が、１無線設備当たり-20dBm/MHz以下

である場合は、この限りではない。4.8GHzから

4.9GHzまでの周波数を使用するものについては、

１無線設備当たり28dBm/MHz以下の値とする。た

だし、等価等方輻射電力が、１無線設備当たり

48dBm/MHz以下である場合は、この限りではな

い。28.2GHzから 29.1GHzまでの周波数を使

用するものについては、１無線設備当たり５

dBm/MHz以下の値とする。ただし、等価等方輻射

電力が、１無線設備当たり25dBm/MHz以下である

場合は、この限りではない。 

［(A)・(B) 略］ 

［Ｂ  略］ 

(ｷ)  無線設備の工事設計 

無線設備の工事設計については、次の条件

を満足するものであること。 

Ａ 基地局の工事設計 

送信ダイバーシチ又は空間分割多重技術を用いる

無線設備であって、複数の増幅部を有し、これら

が一体となって機能するものは、次のとおり指定

する。この場合において、50MHzシステムにあっ

ては１無線設備当たり158mW以下、100MHzシステ

ムにあっては１無線設備当たり316mW以下の値と

する。ただし、等価等方輻射電力が、50MHzシス

テムにあっては１無線設備あたり42dBm以下、

100MHzシステムにあっては１無線設備あたり

45dBm以下である場合は、この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

［(A)・(B) 同左］ 

［Ｂ  同左］ 

(ｷ)  無線設備の工事設計 

次の条件を満足するものであること。 

 

Ａ 基地局の工事設計 
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4.6GHzから4.8GHzまでの周波数を使用するものに

ついて、空中線利得は-20dBi以下であること。ただ

し、4.6GHzから4.8GHzまでの周波数を使用するもの

については、等価等方輻射電力が１無線設備あたり

-20dBm/MHz以下である場合は、この限りではない。

4.8GHzから4.9GHzまで周波数を使用するもの及び2

8.2GHzから29.1GHzまでの周波数を使用するものに

ついて、空中線利得は23dBi以下であること。ただ

し、4.8GHzから4.9GHzまでの周波数を使用するもの

については、等価等方輻射電力が１無線設備あたり

48dBm/MHz以下、28.2GHzから29.1GHzまでの周波数

を使用するものについては、等価等方輻射電力が１

無線設備あたり25dBm/MHz以下である場合は、この

限りではない。 

［Ｂ  略］ 

(ｸ) 他の無線局との干渉調整等 

次に掲げる他の無線局との干渉調整等その他必要

な事項について、整理された資料が添付されている

こと。 

Ａ 他の免許人所属のローカル５Ｇの無線局 

［(A) 略］ 

(B) 自己土地利用をする場合にあっては、登記事項

証明書(当該土地又は建物において、所有権等を

空中線利得は、23dBi以下であること。ただし、

等価等方輻射電力が50MHzシステムにあっては１無

線設備あたり42dBm以下、100MHzシステムにあって

は１無線設備あたり45dBm以下である場合は、この

限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｂ  同左］ 

(ｸ) 他の無線局との干渉調整等 

次に掲げる他の無線局との干渉調整等その他必要

な事項について、整理された資料が添付されている

こと。 

Ａ 他の免許人所属のローカル５Ｇの無線局 

［(A) 同左］ 

(B) 自己土地利用をする場合にあっては、登記事項

証明書(当該土地又は建物において、所有権等を
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有する者からの依頼によりローカル５Ｇに係るシ

ステムの構築等を行う者にあっては依頼状等その

証拠書類を含む。)によってその事実が明らかで

あること。ただし、以下のような一定の条件下に

おいては、この限りではない。 

  a 大学のキャンパスや病院等の私有地の敷地の

間の公道や河川等の自己土地周辺にある狭域

の他者土地について、別の者がローカル５Ｇ

を開設する可能性が極めて低い場合 

  b 近隣の土地の所有者が加入する団体によっ

て、加入者の土地において一体的に業務が行

われる場合 

［(C)～(G) 略］ 

(H) 同期運用又は準同期運用を行うこと。ただし、

近隣の他のローカル５Ｇの免許人との間で混信そ

の他の妨害を与えないことについて合意している

場合は、この限りでない。また、非同期運用を行

うローカル５Ｇの免許人について、同期運用を行

う他のローカル５Ｇの免許人に対して混信その他

の妨害を与えている可能性が明らかになった場合

に限り、当該免許人の情報が開示される旨が了解

されていること。 

Ｂ  4.5GHz帯及び 28GHz帯の周波数の電波を使用す

有する者からの依頼によりローカル５Ｇに係るシ

ステムの構築等を行う者にあっては依頼状等その

証拠書類を含む。)によってその事実が明らかで

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［(C)～(G) 同左］ 

［新設］  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ  28GHz帯の周波数の電波を使用する携帯無線通信
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る携帯無線通信を行う無線局  

同期運用又は準同期運用を行うこと。ただ

し、当該携帯無線通信を行う無線局の免許人と

の間で混信その他の妨害を与えないことについ

て合意している場合は、この限りでない。ま

た、非同期運用を行うローカル５Ｇの免許人に

ついて、同期運用を行う携帯無線通信を行う無

線局の免許人に対して混信その他の妨害を与え

ている可能性が明らかになった場合に限り、当

該免許人の情報が開示される旨が了解されてい

ること。 

      Ｃ 公共業務用無線局 

4.8GHzから4.9GHzまでの周波数を使用し、等

価等方輻射電力が25dBm/MHz以下であって、基地

局を別紙（16）―２の地域に設置する場合は、

4.6GHzから4.8GHzまでの周波数における基地局

の不要発射の強度が-16dBm/MHz以下となってい

ることが明らかにされていること。ただし、屋

内に設置するものであって、等価等方輻射電力

が、-20dBm/MHz以下である場合は、この限りで

はない。 

［(ｹ)・(ｺ) 略］ 

(ｻ) その他  

を行う無線局  

申請に係る無線局が28GHz帯の周波数の電波

を使用する携帯無線通信を行う無線局と同期す

ることについて、当該携帯無線通信を行う無線

局の免許人との間で合意がなされていること。

ただし、当該携帯無線通信を行う無線局の免許

人との間で混信その他の妨害を与えないことに

ついて合意している場合は、この限りでない。  

 

 

 

［新設］  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

［(ｹ)・(ｺ) 同左］ 

(ｻ) その他  
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［Ａ 略］ 

Ｂ 免許に際しては、電波法第104条の２の規定によ

り次の条件を付すものとする。 

［(A)・(B) 略］ 

(C) 基地局(準同期運用を行うものに限る。)の免許 

「この無線局の運用は、同一及び隣接周波数

を使用する同期運用を行う携帯無線通信及びロ

ーカル５Ｇの無線局の業務に妨害を与えず、当

該無線局からの保護を要求しない場合に限

る。」 

(D) 基地局(28.45GHzから29.1GHzまでの周波数を使

用するものに限る。)の免許 

「28.45GHzから29.1GHzまでの周波数の使用

は、同一周波数帯を使用する固定衛星業務の地

球局からの保護を要求してはならない。」 

ウ 公共業務用及び一般業務用 

公共業務用及び一般業務の審査は、イの電気通信業務

用((ｲ)通信の相手方、(ｵ)周波数の指定、(ｶ)空中線電力

の指定、(ｷ)無線設備の工事設計、(ｸ)他の無線局との干

渉調整等、(ｹ)無線設備のサイバーセキュリティ対策の

実施、(ｺ)地域社会の諸課題の解決に寄与する計画等、

(ｻ)その他)の基準を準用するほか、次の基準により行

う。 

［Ａ 同左］ 

Ｂ 免許に際しては、電波法第104条の２の規定により

次の条件を付すものとする。 

［(A)・(B) 同左］ 

［新設］  

 

 

 

 

 

［新設］  

 

 

 

 

ウ 公共業務用及び一般業務用 

公共業務用及び一般業務の審査は、イの電気通信業務

用((ｲ)通信の相手方、(ｵ)周波数の指定、(ｶ)空中線電力

の指定、(ｷ)無線設備の工事設計、(ｸ)他の無線局との干

渉調整等、(ｹ)無線設備のサイバーセキュリティ対策の

実施、(ｺ)地域社会の諸課題の解決に寄与する計画等、

(ｻ)その他)の基準を準用するほか、次の基準により行

う。 
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［(ｱ)・(ｲ) 略］ 

(ｳ)  無線設備の設置場所等 

無線設備の設置場所等は、次の条件に適合するこ

と。 

Ａ 基地局の設置場所 

［(A)・(B) 略］ 

(C) 4.6GHzから4.8GHzまでの周波数を使用する基

地局については、屋外に設置されていないこ

と。屋内に設置する基地局については、無線局

免許手続規則第２条の２により総務大臣が告示

する地域に設置していないこと。 

(D) 4.8GHzから4.9GHzまでの周波数を使用する基

地局については、等価等方輻射電力が25dBm/MHz

を超え、48dBm/MHz以下の場合に、無線局免許手

続規則第２条の２により総務大臣が告示する地

域に設置していないこと。 

［Ｂ・Ｃ 略］ 

［(ｱ)・(ｲ) 同左］ 

(ｳ)  無線設備の設置場所等 

無線設備の設置場所等は、次の条件に適合するこ

と。 

Ａ 基地局の設置場所 

［(A)・(B) 同左］ 

［新設］  

 

 

 

 

［新設］  

 

        

 

 

［Ｂ・Ｃ 同左］ 

別紙(16)―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、基地局が発射し、陸上移動局

が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲として地図上に

描画するものとし、その算出は次により行う。 

（１）4.6GHzから4.9GHzまでの周波数を使用する場合 

１ 基地局の諸元 

別紙(16)―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、基地局が発射し、陸上移動局

が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲として地図上に

描画するものとし、その算出は次により行う。 
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カバーエリア及び調整対象区域を算出するに当たって使用する基

地局の諸元は、工事設計書記載の諸元によることとする。 

２ 陸上移動局の諸元 

カバーエリア及び調整対象区域を算出するに当たって使用する

陸上移動局の諸元は、次のとおりとする。 

  空中線利得    0dBi 

  給電線損失    0dB 

  空中線地上高   1.5m 

３ 受信電力 

申請者の 

無線設備 

の区分 

40MHz 

システ

ム 

50MHz 

システ

ム 

60MHz 

システ

ム 

80MHz 

システ

ム 

100MHz 

システ

ム 

カバー 

エリア 

－88.6d

Bm 

－87.6d

Bm 

－86.9d

Bm 

－85.6d

Bm 

－84.6d

Bm 

調整対象 

区域(許 

容干渉 

レベル) 

－95.0d

Bm 

－94.0d

Bm 

－93.0d

Bm 

－92.0d

Bm 

－91.0d

Bm 

４ 描画の精度 

カバーエリア及び調整対象区域の算出に当たっては、100mメッ

シュの精度の地形情報をもとに算出して描画すること。ただし、

詳細な地形情報の入手が困難な場合その他特に必要がある場合に

は100mメッシュ相当以上の精度の地形情報をもとに算出すること
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ができる。 

５ 伝搬等に関する計算式 

伝搬等に応じて受信電力を算出する際の計算式は、次のとおり

とする。 

Pr＝Pt＋Gt-Lf＋Gr－L-8 

Pr［dBm］：受信レベル(受信電力) 

Pt［dB］：送信電力(基地局の空中線電力) 

Gt［dBi］：送信アンテナ利得 

Lf［dB］：基地局の給電線損失 

Gr［dBi］：受信アンテナ利得 

L［dB］：伝搬損失(注) 

(注) 伝搬損失Lは勧告ITU-R P.1411を基礎として算出する

こととし、以下の式で算出する。 

① 屋外で見通し外の場合(陸上移動局から基地局が見通

せない場合) 

Ｌ＝32.1ｌｏｇ10(ｄ/ｄRD)＋ＬdRD 

ｄRD=(0.25ｄ３＋0.25ｄ４－0.16ｄ１－0.35ｄ２)ｌｏｇ10

(ｆ)＋0.25ｄ１＋0.56ｄ２＋0.10ｄ３＋0.10ｄ４ 

ｆ(GHz):指定周波数 

ｄRDの値は、以下の式のｋに0から4までの値を入力

し、その値を求めて、上記の式に値を入力し算出する

こと 

ｄK＝√(((25(ｈ1－1.5)×(2ｋ+１)/2(hr－1.5)-25
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ｋ)/sin(π/2))2＋(ｈ1－1.5)2) 

ＬdRD＝Ｌdｋ＋(Ｌdｋ+1－Ｌdｋ)/(ｄK+1－ｄK)×(ｄRD－ｄK) 

(ｄK≦ｄRD≦ｄK+1) 

ＬdRDの値は、以下の式にｋに0から4までの値を入力

し、全ての値を求めて、上記の条件の範囲内の値を入

力し算出すること。 

      ｄK＝√((25(ｈ1－1.5)×(2ｋ+１)/2(hr－1.5)-25ｋ/

sin(π/2))2＋(ｈ1－1.5)2) 

ＬdK＝20ｌｏｇ10(4π√((25(ｈ1－1.5)×(2ｋ+１)/2

(hr－1.5)/ ｓｉｎφK) 2＋(ｈ1－1.5)2)/0.4K/

λ) 

φK＝ｔａｎ
-1 (25(ｈ1－1.5)×(2ｋ+１)/2(hr－1.5)/(25

(ｈ1－1.5)×(2ｋ+１)/2(hr－1.5)-25ｋ)×ｔａｎ(π/２)) 

ｄ(m)：基地局から陸上移動局までの距離 

ｈ1(m):基地局の高さ(アンテナ高) 

ｈｒ(m):以下の条件に応じて指定する平均建物高 

条件 値(ｍ) 

概ね５階までの建物が密集

する地域に基地局を開設す

る場合 

15 

概ね３階までの建物が密集

する地域に基地局を開設す

る場合 

10 
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概ね２階までの建物が密集

する地域に基地局を開設す

る場合 

6 

概ね平屋が散在する地域や

田園地域の場合 

3 

λ(ｍ)：指定周波数の波長 

② 見通せる場合(陸上移動局から基地局が見通しの場合) 

    Ｌ＝20ｌｏｇ10(4πｄ/λ) 

ｄ(m)：基地局から陸上移動局までの距離 

λ(ｍ)：指定周波数の波長 

  ③ 屋内の場合(基地局を屋内に設置する場合) 

    Ｌ＝20ｌｏｇ10(4πｄ/λ)+Ｒ 

ｄ(m)：基地局から陸上移動局までの距離 

λ(ｍ)：指定周波数の波長 

Ｒ(dB)：建物侵入損（16.2） 

 

（２）28.2GHzから29.1GHzまでの周波数を使用する場合 

［１・２ 略］ 

３ 受信電力 

申請者の 

無線設備 

の区分 

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

200MHz 

システム 

400MHz 

システム 

カバー －84.2dBm －81.2dBm －78.2dBm －75.2dBm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［１・２ 同左］ 

３ 受信電力 

申請者の 

無線設備 

の区分 

50MHz 

システム 

100MHz 

システム 

［新設］ ［新設］ 

カバーエ －83.0dBm －80.0dBm ［新設］ ［新設］ 
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エリア 

調整対象 

区域 

(許容干 

渉レベル) 

－93.0dBm －90.0dBm －87.0dBm －84.0dBm 

［４・５ 略］ 

別紙（16）―２ 基地局の不要発射の強度に条件が課される設置場

所について  

4.8GHz から 4.9GHz までの周波数を使用し、等価等方輻射電力が

25dBm/MHz 以下であり、基地局を以下の地域に設置する場合は、

4.6GHz から 4.8GHz までの周波数における基地局の不要発射の強度

が-16dBm/MHz以下となっていることが明らかにされていること。 

都道府県 市町村 

北海道 北見市、網走市、稚内市、紋別市、根室市、北斗市、

奥尻郡奥尻町、枝幸郡枝幸町、枝幸郡中頓別町、枝幸

郡浜頓別町、爾志郡乙部町、斜里郡斜里町、斜里郡小

清水町、斜里郡清里町、宗谷郡猿払村、松前郡福島町、

上磯郡知内町、上磯郡木古内町、常呂郡佐呂間町、天

塩郡豊富町、天塩郡幌延町、二海郡八雲町、標津郡中

標津町、標津郡標津町、幌泉郡えりも町、網走郡大空

町、目梨郡羅臼町、紋別郡湧別町、野付郡別海町、檜

山郡厚沢部町、檜山郡江差町、檜山郡上ノ国町 

青森県 むつ市、下北郡佐井村、西津軽郡深浦町 

リア 

調整対象

区域 

(許容干渉

レベル) 

－93.0dBm －90.0dBm ［新設］ ［新設］ 

［４・５ 同左］ 

［新設］ 
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岩手県 宮古市、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡

田野畑村 

秋田県 男鹿市、山本郡八峰町 

新潟県 佐渡市 

石川県 輪島市、珠洲市、鳳珠郡能登町 

静岡県 御前崎市、牧之原市 

和歌山県 東牟婁郡串本町、東牟婁郡古座川町、東牟婁郡太地町、

東牟婁郡那智勝浦町 

鳥取県 米子市、境港市 

島根県 松江市、浜田市、出雲市、安来市、雲南市 

長崎県 対馬市 

宮崎県 日南市、串間市 

鹿児島県 西之表市、志布志市、奄美市、肝属郡肝付町、熊毛郡

中種子町、大島郡伊仙町、大島郡瀬戸内町、大島郡知

名町、大島郡天城町、大島郡徳之島町、大島郡与論町、

大島郡龍郷町、大島郡和泊町 

沖縄県 那覇市、石垣市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、

うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡恩納村、国頭郡

宜野座村、国頭郡金武町、国頭郡国頭村、国頭郡今帰

仁村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡本部町、

中頭郡西原町、中頭郡中城村、中頭郡北谷町、中頭郡

北中城村、島尻郡伊是名村、島尻郡伊平屋村、島尻郡

久米島町、島尻郡南風原町、島尻郡八重瀬町 
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(17) 自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局 

［ア 略］ 

イ 電気通信業務用 

［(ｱ)～(ｷ) 略］ 

(ｸ) 混信等の防止 

  ＡからＣに掲げる各事項について、整理された資料

が添付されていること。 

［Ａ 略］ 

Ｂ  他の免許人所属の自営等ＢＷＡ及び地域広帯域移

動無線アクセスシステムとの干渉調整等 

［(A)～(E)  略］ 

[削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局 

［ア 同左］ 

イ 電気通信業務用 

［(ｱ)～(ｷ) 同左］ 

(ｸ) 混信等の防止 

  ＡからＣに掲げる各事項について、整理された資料

が添付されていること。 

［Ａ 同左］ 

Ｂ  他の免許人所属の自営等ＢＷＡ及び地域広帯域移

動無線アクセスシステムとの干渉調整等 

［(A)～(E)  同左］ 

(F)  申請に係る基地局の調整対象区域が、他の免

許人所属の地域広帯域移動無線アクセスシステム

の免許の対象区域と重複している場合に、当該他

の免許人に申請に係る当該地点における３年以内

に係る将来の基地局の配置計画について確認する

こと。また、当該他の免許人所属の地域広帯域移

動無線アクセスシステムの将来の配置計画が確認

された場合は、当該他の免許人の業務の遂行上、

有害な混信がないことが明らかにされているこ

と。なお、当該他の免許人に確認後１ヶ月以上経

過しても、３年以内に係る将来の基地局の配置計
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［(F)～(J) 同左］ 

［Ｃ  略］ 

［ウ 略］ 

画について確認が取れない場合は、この限りでは

ない。 

［(G)～(K) 同左］ 

［Ｃ  同左］ 

［ウ 同左］ 
別紙(17)―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、原則として、基地局等が発射

し、陸上移動局が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲

として地図上に描画するものとし、その算出は次により行う。 

［１～４ 略］ 

５ 伝搬等に関する計算式 

伝搬等に応じて受信電力を算出する際の計算式は、次のとおり

とする。 

Pr＝Pt＋Gt＋Gr－L－Lf 

Pr［dBm］：受信レベル(受信電力) 

Pt［dBm］：送信電力 

Gt［dBi］：送信アンテナ利得 

Gr［dBi］：受信アンテナ利得 

L［dB］：伝搬損失(注) 

Lf［dB］：給電線損失 

(注) 伝搬損失Lは、自由空間伝搬損失式及び拡張秦式を基

礎として算出することとし、送受信間距離dxyによって以

下の式で算出する。なお、以下の②又は③で得られる伝搬

別紙(17)―1 カバーエリア及び調整対象区域の算出法 

カバーエリア及び調整対象区域は、原則として、基地局等が発射

し、陸上移動局が受信する電波の受信電力が基準値以上となる範囲

として地図上に描画するものとし、その算出は次により行う。 

［１～４ 同左］ 

５ 伝搬等に関する計算式 

伝搬等に応じて受信電力を算出する際の計算式は、次のとおり

とする。 

Pr＝Pt＋Gt＋Gr－L－Lf 

Pr［dBm］：受信レベル(受信電力) 

Pt［dB］：送信電力 

Gt［dBi］：送信アンテナ利得 

Gr［dBi］：受信アンテナ利得 

L［dB］：伝搬損失(注) 

Lf［dB］：給電線損失 

(注) 伝搬損失Lは拡張秦式を基礎として算出することと

し、以下の式で算出する。 
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損失Lが①より小さな値の場合、Lは①の値に変更する。 

①  𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 0.04kmの場合 

L = L0 

= 32.4 + 20 log10(𝑓𝑓)

+ 10 log10��𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥
2�+ (𝐻𝐻𝑏𝑏 − 𝐻𝐻𝑚𝑚)2/106�+ 𝑅𝑅 

 

f(MHz)；使用する周波数 

Hb (m)；基地局の空中線地上高 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

R(dB)；基地局を屋内に設置する場合の建物侵

入損。建物に応じた値、あるいは事業

者間調整時の値等を適用する。  

② 0.04km < 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 < 0.1kmの場合 

  L = L0�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.04�+ �2.51 × log10�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥�+ 3.51�×

�𝐿𝐿𝐻𝐻�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.1� − L0�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0.04��   

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

③ 0.1km ≤ 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥の場合 

L = 𝐿𝐿𝐻𝐻 = 46.3 + 33.9 log10(2000) + 10 log10(𝑓𝑓/2000)−

13.82 log10(max (30,𝐻𝐻𝑏𝑏)) + {44.9−

6.55 log10(max (30,𝐻𝐻𝑏𝑏))} �log10�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥��
𝑎𝑎 − 𝑎𝑎(𝐻𝐻𝑚𝑚)−

𝑏𝑏(𝐻𝐻𝑏𝑏) + 𝑅𝑅 − 𝐾𝐾 − 𝑆𝑆  

 

① 市街地(都市の中心部であって、２階建て以上の建物

の密集地や、建物と繁茂した高い樹木の混合地域など) 

L＝LH＝46.3＋33.9log10ｆ＋10log10(f／2000)－

13.82log10 (Hb)＋［44.9－6.55log10(Hb) ］

(log10dxy)α－a(Hm)－b(Hb)－K 

f(MHz)；使用する周波数。 

Hb (m)；基地局の空中線地上高。ただし、30m未満の場

合には30mとする。 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

α；遠距離に対して考慮する係数であり、下記による。 

 

a(Hm )；移動局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

 

大都市；市街地のうち特に大規模な都市の領域であっ

て、おおむね５階建て以上の建物が密集した地域 

中小都市；市街地のうち、大都市に相当する地域以外
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f(MHz)；使用する周波数 

Hb (m)；基地局の空中線地上高 

dxy(km)；基地局と伝搬損失を算定する地点との距離 

Hm (m)；移動局の空中線地上高。第２項の定めるとこ

ろによる。 

R(dB)；基地局を屋内に設置する場合の建物侵

入損。建物に応じた値、あるいは事業

者間調整時の値等を適用する。  

α；遠距離に対して考慮する係数であり、下記による。 

 

a(Hm )；移動局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

 

大都市；市街地のうち特に大規模な都市の領域であっ

て、おおむね５階建て以上の建物が密集した地域 

中小都市；市街地のうち、大都市に相当する地域以外

のもの 

b(Hb )；基地局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

のもの 

b(Hb )；基地局高に対して考慮する補正項であり、下

記による。 

K；地形情報データにより算入し難い地形の影響等の補

正値であり、通常は０とし、地形水面の反射、小規模

の見通し外伝搬の影響等を特に考慮する必要のある場

合に算入する。 

② 郊外地(樹木、家屋等の散在する田園地帯、郊外の街

道筋など移動局近傍に障害物はあるが密集していない地

域) 

L＝LH－12.3 

③ 開放地(電波の到来方向に高い樹木、建物などの妨害

物がない開けた地域で、目安として前方300～400m以内

が開けているような畑地・田地・野原など) 

L＝LH－32.5  
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K；地形情報データにより算入し難い地形の影響等の補

正値であり、通常は０とし、地形水面の反射、小規模

の見通し外伝搬の影響等を特に考慮する必要のある場

合に算入する。 

S(dB)；市街地、郊外地及び開放地に対して考

慮する補正値であり、下記による。  

(1)市街地（都市の中心部であって、２階建

て以上の建物の密集地や建物と繁茂した高

い樹木の混合地域など）； S= 0.0 

(2)郊外地（樹木、家屋等の散在する田園地

帯、郊外の街道筋など移動局近傍に障害物はあ

るが密集していない地域）； S=12.3 

(3)開放地（電波の到来方向に高い樹木、建物など

の妨害物がない開けた地域で、目安として前方300

～400m以内が開けているような畑地・田地・野原

など）； S=32.5 

［第３～第５ 略］ ［第３～第５ 同左］ 
  附 則 

この訓令は、令和  年  月  日から施行する。 


